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平成２０年（行ケ）第１０１３９号 審決取消請求事件

平成２０年１２月１７日判決言渡，平成２０年１０月２７日口頭弁論終結

判 決

原 告 キューピー株式会社

訴訟代理人弁護士 吉武賢次，高田泰彦，渡辺志穂

訴訟代理人弁理士 矢崎和彦，小泉勝義，宇梶暁貴

被 告 Ｘ

訴訟代理人弁護士 山本隆司，井奈波朋子，永田玲子

主 文

特許庁が無効２００７－８９００４７号事件について平成２０年３月７日にした

審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第１ 原告の求めた裁判

主文同旨

第２ 事案の概要

本件は，原告が，下記１(1)の被告の商標（以下「本件商標」という。）は，商

標法４条１項１１号又は同項１５号に該当するからその商標登録は商標法４６条１

項により無効とされるべきであるとして，下記１(2)のとおり無効審判（以下「本

件審判」という。）を請求したところ，特許庁が同無効審判請求は成り立たないと

の審決をしたため，原告がその取消しを求める事案である。

１ 特許庁における手続の経緯

(1) 本件商標

商標権者：被告
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本件商標の構成：「

」

指定商品：第３２類「清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース」

出願日：平成１６年１１月２２日

登録日：平成１８年４月２８日

登録番号：商標登録第４９４８２１０号

(2) 本件手続の経緯

審判請求日：平成１９年４月１６日（無効２００７－８９００４７号）

審決日：平成２０年３月７日

審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」

審決謄本送達日：平成２０年３月１９日

２ 審決の理由の要旨

無効審判請求人（原告）が，本件商標は，下記(1)～(8)の商標（以下，(1)～(8)

の番号に従って「引用商標１」などという。）のうち引用商標１～６と同一の称呼

及び観念を生ずる類似の商標であって，同一又は類似の商品について使用をするも

のであるから，本件商標は商標法４条１項１１号に違反して登録されたものである

と主張するとともに，本件商標は，著名な引用商標７及び８と同一の称呼及び観念

を生ずる類似の商標であって，他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある

から，本件商標は同項１５号に違反して登録されたものであると主張したのに対

し，審決は，本件商標と各引用商標はいずれも非類似の商標であるから，本件商標

の登録が同項１１号及び１５号に違反するものではないと判断した。審決の理由

中，「当審の判断」の部分は下記(9)に示すとおりであるが，略称等について，本
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判決で指定するものに改めた部分がある（なお，審決中の証拠番号のうち甲号証に

係るものは，本訴におけるものと共通である。）。

(1) 引用商標１

登録出願日：昭和３１年４月６日

設定登録日：昭和３２年１月２９日

登録番号：第４９５１８６号

商標の構成：「

」

指定商品：第４５類「他類に属しない食料品及び加味品」

(2) 引用商標２

登録出願日：平成１１年８月２０日

設定登録日：平成１２年８月１１日

登録番号：第４４０８０７５号

商標の構成：「

」

指定商品：第３０類「コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，

米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工

品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハン

バーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，茶わん蒸し，

オムレツ，スコッチエッグ，粥，ぞうすい，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイ

スクリームのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダ

ー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，氷，酒かす」
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(3) 引用商標３

登録出願日：平成１３年６月１日

設定登録日：平成１４年４月５日

登録番号：第４５５７０５１号

商標の構成：「ＫＥＷＰＩＥ」（標準文字）

指定商品：第３２類「ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清

飲料，ビール製造用ホップエキス」

(4) 引用商標４

登録出願日：平成１３年７月１８日

設定登録日：平成１４年４月２６日

登録番号：第４５６４５８５号

商標の構成：「

」

指定商品：第５類「歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，人工受精用精液，

乳児用粉乳，乳糖，防虫紙，乳児の離乳育児用菓子，乳児の離乳育児用清涼飲料，

乳児の離乳育児用果実飲料，乳児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳児の離乳育

児用乳清飲料，その他の乳児の離乳育児用加工食品，食餌療法用飲料，食餌療法用

食品，調味付けしたゾル又はゲル中に食肉を主材とする小片具材を含んでなる咀嚼

嚥下障害者用食品，調味付けしたゾル又はゲル中に食用水産物を主材とする小片具

材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品，調味付けしたゾル又はゲル中に野菜を主材

とする小片具材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品，その他の咀嚼嚥下障害者用食

品」，第２９類「食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水

産物，豆，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，その他のサラダ，その他

の加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，乾燥卵，液卵，冷凍卵，茹で

卵，卵焼き，スクランブルエッグ，その他の加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・
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シチュー又はスープのもと，ミートソース，その他のパスタソース，なめ物，お茶

漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，卵どう

ふ，食用たんぱく，食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又はタブレット状の加工食

品」，第３０類「コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，米，脱穀済みのえん麦，

脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッ

チ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと

う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，茶わん蒸し，オムレツ，スコッチエッ

グ，粥，ぞうすい，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，シャ

ーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ

ングパウダー，氷，酒かす」，第３１類「あわ，きび，ごま，そば，とうもろこ

し，ひえ，麦，籾米，もろこし，うるしの実，コプラ，麦芽，ホップ，未加工のコ

ルク，やしの葉，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，獣類・魚類

（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，種

繭，種卵，飼料，釣り用餌，果実，野菜，糖料作物，種子類，木，草，芝，ドライ

フラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，生花の花輪，飼料用たんぱく」，第３２類

「ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造用ホ

ップエキス」及び第３３類「日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒」

(5) 引用商標５

登録出願日：平成１３年７月１８日

設定登録日：平成１４年４月２６日

登録番号：第４５６４５８６号

商標の構成：引用商標２と同じ

指定商品：第２９類「食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，

加工水産物，豆，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，その他のサラダ，

その他の加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，乾燥卵，液卵，冷凍

卵，茹で卵，卵焼き，スクランブルエッグ，その他の加工卵，乳製品，食用油脂，
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カレー・シチュー又はスープのもと，ミートソース，その他のパスタソース，なめ

物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納

豆，卵どうふ，食用たんぱく，食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又はタブレット

状の加工食品」

(6) 引用商標６

登録出願日：平成１４年１月７日

設定登録日：平成１４年８月３０日

登録番号：第４６００６４２号

商標の構成：「

」

指定商品：第５類「歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，人工受精用精液，

乳児用粉乳，乳糖，防虫紙，乳児の離乳育児用菓子，乳児の離乳育児用清涼飲料，

乳児の離乳育児用果実飲料，乳児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳児の離乳育

児用乳清飲料，その他の乳児の離乳育児用加工食品，食餌療法用飲料，食餌療法用

食品，調味付けしたゾル又はゲル中に食肉を主材とする小片具材を含んでなる咀嚼

嚥下障害者用食品，調味付けしたゾル又はゲル中に食用水産物を主材とする小片具

材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品，調味付けしたゾル又はゲル中に野菜を主材

とする小片具材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品，その他の咀嚼嚥下障害者用食

品」，第２９類「食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水

産物，豆，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，その他のサラダ，その他

の加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，乾燥卵，液卵，冷凍卵，茹で

卵，卵焼き，スクランブルエッグ，その他の加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・
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シチュー又はスープのもと，ミートソース，その他のパスタソース，なめ物，お茶

漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，卵どう

ふ，食用たんぱく，食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又はタブレット状の加工食

品」，第３０類「コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，米，脱穀済みのえん麦，

脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッ

チ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと

う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，茶わん蒸し，オムレツ，スコッチエッ

グ，粥，ぞうすい，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，シャ

ーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ

ングパウダー，氷，酒かす」，第３１類「あわ，きび，ごま，そば，とうもろこ

し，ひえ，麦，籾米，もろこし，うるしの実，コプラ，麦芽，ホップ，未加工のコ

ルク，やしの葉，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，獣類・魚類

（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，種

繭，種卵，飼料，釣り用餌，果実，野菜，糖料作物，種子類，木，草，芝，ドライ

フラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，生花の花輪，飼料用たんぱく」，第３２類

「ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造用ホ

ップエキス」及び第３３類「日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒」

(7) 引用商標７

登録出願日：昭和３５年５月３１日

設定登録日：昭和３７年８月２４日

登録番号：第５９５６９４号

商標の構成：引用商標６と同じ

書換登録日：平成１５年７月２３日（指定商品について下記のとおり書換）

指定商品：第３０類「調味料，香辛料」

(8) 引用商標８

登録出願日：昭和４１年８月１１日
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設定登録日：昭和４４年９月２４日

登録番号：第８３２２８３号

商標の構成：引用商標４と同じ

指定商品：第３１類「調味料，香辛料，食用油脂，乳製品」

(9) 審決の「当審の判断」の部分

ア 本件商標と引用各商標との類否について

(ｱ) 本件商標について

本件商標は，・・・向かってやゝ斜め左向きのふくよかな幼児の顔を漫画風のタッチで描

いたかの如くに表されているものであるところ，髪については，頭頂部の髪を尖らせ，両側の

裾部分の髪を軽く跳ねるように描き，前頭部あたりに一本の短い曲線を配することにより，髪

の毛全体を表現したものとみることができる。そして，顔については，耳は髪に隠れているた

めか明示されてはいないが，それ以外は，眉毛は短めに表され，目はやゝ横長の半円形にして

白抜きにした瞳孔を有する瞳は向かって右方向を向いており，鼻は小さな黒丸で表され，口は

唇を表す線とその両脇にも線を配することによって，やゝ左右に引いているかの如くに表され

ているものであって，全体として微笑んでいるように描出されているものである。

上記の如き構成からみれば，本件商標は，被請求人が本件商標の採択の経緯について述べて

いるように，被請求人の提出に係る乙第３号証（（判決注：本訴における甲第６８号証）米国

雑誌「Ｌａｄｉｅｓ’Ｈｏｍｅ Ｊｏｕｒｎａｌ １９０９年１２月号」所収のイラスト）に

掲載されているキューピーのうちの一人の顔のようでもあるが，その表紙に描かれている幼児

の顔のようでもあり，いずれにしても，このような比較的写実性の強い幼児の顔部分のみから

なる商標から「キューピー」（キューピー人形）の称呼・観念が生ずるものとはいい難く，直

ちに特定の確定的な称呼及び観念を生ずることはないものとみるのが相当である。

(ｲ) 引用商標１～６について

引用商標１，２及び５は，・・・顔の特徴をみれば，顔全体はやや縦長の楕円形状に描かれ

ており，頭頂部のみに尖った髪の毛状のものがあり，顎は膨らんでいるが，頬の膨らみはほと

んどなく，耳は大きく丸みを帯びて表現されており，眉は描かれておらず，目は丸く大きく，
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瞳は下方を向いており，鼻は浅いＶ字型の線として描かれており，口は短めの唇が線で表現さ

れている。そして，両耳の下あたりから着衣を付けた短い腕が出ており，下向きに拡げた掌が

描かれているものである（なお，引用商標２及び５は，掌の部分にかけて床面の線とも理解さ

れる横線が引かれている。）。

上記の如き構成からみれば，引用商標１，２及び５は，その顔部分が後述する引用商標６の

いわゆるキューピー人形の顔部分の特徴と符合していることから，全体として，「ハイハイし

ているキューピー人形」の如き観念を把握し得るということができるものである。しかし，そ

の称呼については，「ハイハイしているキューピー人形」という観念に相当する的確な称呼が

あるものとはいえないから，引用商標１，２及び５からは特定の称呼を生ずることはないもの

というべきである。

引用商標３は，前記したとおり，「ＫＥＷＰＩＥ」の欧文字からなるものであり，また，引

用商標４は，「キューピー」の片仮名文字からなるものであるから，該各文字に相応して，い

ずれも「キューピー」の称呼及び「キューピー（人形）」の観念を生ずるものということがで

きる。

引用商標６は，・・・全体的な特徴としては，立った姿勢の中性的なふっくらとした乳幼児

にして約三頭身位に描かれており，肩越しに丸みを帯びた双翼状のものがあり，腕は，ほぼ水

平方向に伸ばして掌を広げている。そして，顔の特徴をみれば，顔全体はやや縦長の楕円形状

に描かれており，頭頂部のみに尖った髪の毛状のものがあり，顎は膨らんでいるが，頬の膨ら

みはほとんどなく，耳は大きく丸みを帯びて表現されており，眉は描かれておらず，目は丸く

大きく，瞳は向かって右下方を向いているように描かれており，鼻は浅いＶ字型の線として描

かれており，口は短めの唇が線で表現されている。

上記の如き構成からみれば，引用商標６は，いわゆるキューピー人形として知られている形

状を表したものということができるから，「キューピー」の称呼及び「キューピー人形」の観

念を生ずるものということができる。

(ｳ) 本件商標と引用商標１～６との類否について

前記したとおり，本件商標からは特定の称呼及び観念は生じないものであるから，引用商標
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１，２及び５から「ハイハイしているキューピー人形」の観念が生じ，引用商標３，４から

「キューピー」の称呼及び「キューピー（人形）」の観念を生じ，また，引用商標６から「キ

ューピー」の称呼及び「キューピー人形」の観念を生ずるとしても，本件商標と引用各商標と

は称呼及び観念においては比較できないものであって，互いに紛れるおそれはないものといわ

なければならない。

また，本件商標と引用商標１，２，５及び６・・・とは，・・・その全体の構成において判

然と区別し得る差異があるばかりでなく，・・・顔部分のみを抽出して比較してみても，その

構成における特徴の差異，印象の差異により，外観上明らかに区別し得るものであるから，こ

れらを時と処を異にして離隔的に観察するも，外観において相紛れるおそれはないものといわ

なければならない。

(ｴ) 請求人の主張について

この点について，請求人は，本件商標からも「キューピー」の称呼及び「キューピー人形」

の観念を生ずる旨主張しているが，上記したとおり，本件商標は，キューピー人形の顔という

よりは，むしろ，幼児の顔を比較的写実的な描写方法をもって表現したものというべきである

から，このような図形商標から「キューピー」の称呼及び「キューピー人形」の観念を生ずる

旨の請求人の主張は採用できない。

また，請求人は，請求人の主張を根拠付ける理由の一つとして，引用商標１や６の図形商標

が過去において，「キューピー」の片仮名文字からなる商標と連合商標として登録されていた

事実及び甲第８号証ないし甲第１８号証の審決例をあげている。

しかしながら，引用商標１や６の図形商標が過去において，「キューピー」の片仮名文字か

らなる商標と連合商標として登録されていた事実があるとしても，それは，請求人の所有する

上記商標間の関係を示しているにすぎないものであって，本件商標と引用各商標とが類似の関

係にあることを示すものではない。また，請求人の挙げている審判事件で争われている商標

は，各種の動物についての事例であり，いわゆるキューピーについての類否を争った事例でも

なく，本件商標とは全くその構成態様を異にするものであって，事案を異にするものというべ

きであるから，上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。
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(ｵ) 被請求人の主張について

被請求人は，本件商標からは「ローズオニールキューピー」の称呼を生じ，「ローズ・オニ

ールが創作したオリジナルのキューピー」の観念を生ずる旨主張している。

確かに，被請求人の提出に係る乙第３３号証ないし乙第４０号証（判決注：本訴における甲

第９８～甲１０５号証）によれば，商品カタログ等に，本件商標とともに「ＲＯＳＥ Ｏ’Ｎ

ＥＩＬＬ ＫＥＷＰＩＥ（ローズオニールキューピー）」の文字からなる商標も表示されてい

る事実を認めることができるが，そうであるからといって，該証拠をもって，本件商標の称呼

・観念が「ローズオニールキューピー」であると取引者・需要者に理解・認識され，本件商標

が該称呼・観念をもって取引に供されていたものとまでは認められない。

なお，被請求人は，引用商標１ないし８はローズ・オニールの創作したキューピーの図柄や

キューピーの名称を剽窃して出願されたものであって，商標法第４条１項第７号に違反して登

録された商標である旨の主張をしているが，請求人の提出に係る著作権侵害差止等請求事件の

判決（平成１０年（ワ）第１３２３６号，平成１１年（ネ）第６３４５号，平成１５年（ワ）

第６２５５号，平成１６年（ネ）第１７９７号）や審決取消訴訟事件の判決（平成１２年（行

ケ）第３８６号，平成１２年（行ケ）第３８７号）に照らしてみても，被請求人の主張は採用

できない。

(ｶ) まとめ

以上のとおり，本件商標と引用商標１ないし６とは，外観において顕著な差異を有するもの

であり，称呼及び観念においては比較すべくもないものであるから，互いに紛れるおそれのな

い非類似の商標といわなければならない。

したがって，本件商標の登録は，商標法４条１項１１号に違反してされたものということは

できない。

イ 商標法４条１項１５号について

請求人は，引用商標７及び８を引用して，本件商標が商標法４条１項１５号に該当する旨主

張している。

(ｱ) 本件商標と引用商標７及び８との類否について
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そこでまず，本件商標と引用商標７及び８との類否についてみるに，引用商標７は，・・・

引用商標６と同一の構成からなるものであり，また，引用商標８は，「キューピー」の片仮名

文字からなるものであって，引用商標４と同一の構成からなるものであるから，上記において

述べたところと同様の理由により，本件商標と引用商標７及び８とは，外観において顕著な差

異を有するものであり，称呼及び観念においては比較すべくもないものであるから，互いに紛

れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(ｲ) 引用商標７及び８の周知・著名性について

次に，引用商標７及び８の周知・著名性についてみるに，請求人の提出に係る甲第２１号証

（キューピー株式会社２００５年３月発行の「マヨネーズ物語」），甲第２２号証の１ないし

４（商品パンフレット），甲第２３号証（日刊経済通信社 平成１７年１１月１５日発行の

「酒類食品産業の生産・販売シェア平成１７年度版」），甲第２４号証（総合企画センター大

阪 平成１８年６月８日発行の「健康／安心・安全食品市場分析調査」），甲第２５号証（Ａ

ＩＰＰＩ・ＪＡＰＡＮ ２００４年発行の「ＦＡＭＯＵＳ ＴＲＡＤＥＭＡＲＫＳ ＩＮ Ｊ

ＡＰＡＮ ＴＨＩＲＤ ＥＤＩＴＩＯＮ」），甲第５１号証（日経ＢＰ社「食のブランド調

査」），甲第５２号証（アイエックス・ナレッジ社「子供を持つ主婦を対象とした食品会社の

イメージ調査」）及び甲第５３号証ないし甲第５７号証（日経リサーチ社「企業ブランド調

査」）を総合すれば，請求人は，引用商標７及び８と同一の構成よりなる商標をマヨネーズ，

各種ドレッシング，タルタルソース，マスタード等の調味料をはじめ，パスタソース，ベビー

フード，卵加工品等の加工食品や黒酢飲料，梅酢飲料，ゼリー飲料等の飲料類についても使用

し，マヨネーズ類，液状ドレッシング，ソース類缶詰，ダイエツト食品等の生産・販売シェア

については，近年，第１位のシェアを誇っており，レトルトパスタソース類，ベビーフードや

その他の商品についても，高いシェアと順位を獲得している事実を認めることができる。そし

て，引用商標７及び８については，多くの類について防護標章の登録が認められており（甲第

１９号証及び甲第２０号証），また，請求人は，外観が異なる多種多様なキューピー人形から

なる商標を有し，使用していたことを認めることができる（甲第２６号証ないし甲第４０号

証）。
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そうとすれば，引用商標７及び８は，請求人の取扱いに係るマヨネーズ，ドレッシングその

他の加工食品の分野あるいはこれと密接に関連する分野の商品を表示するためのものとして，

本件商標の登録出願時及び登録査定時において，この種商品分野の取引者・需要者の間におい

て広く認識されていたものと認めることができる。

(ｳ) 出所の混同について

しかしながら，上記アで認定したとおり，本件商標と引用商標７及び８とは，互いに紛れる

おそれのない非類似の商標であり，別異の商標として印象づけられるものであるから，本件商

標の指定商品である「清涼飲料，果実飲料」等の商品が請求人の使用に係る「マヨネーズ，ド

レッシングその他の加工食品」と密接に関連する分野の商品であるとしても，本件商標に接す

る取引者・需要者は，これより引用商標７及び８を想起又は連想することはないものというべ

きである。

(ｴ) 請求人の主張について

この点について，請求人は，本件商標からも「キューピー」の称呼及び「キューピー人形」

の観念を生ずる旨主張している。

しかしながら，前記したとおり，幼児の顔を比較的写実的な描写方法をもって表現したもの

といえる本件商標から，「キューピー（キューピー人形）」なる確定的な称呼・観念を生ずる

ことはないものというべきであるが，本件商標をキューピー人形の顔からなる商標として捉え

たとしても，「キューピー人形」に関しては，平成１５年（行ケ）第１９２号審決取消請求事

件判決（乙第１号証(判決注：本訴における甲第６６号証））において，「・・・『キューピ

ー人形』及び『キューピー』の愛称が，古くから日本人に親しまれてきたものであって，被告

Ａ（キューピー株式会社）のみならず，いくつかの有力企業により『キューピー人形』を模し

た商標が商標登録され，使用されてきているところ，・・・引用商標が『キューピー人形』を

モチーフとした商標であることから，その独創性が必ずしも高くはないこともあって，・・

・」旨判示されている。

そうとすれば，本件商標をキューピー人形の顔からなる商標として捉えたとしても，「キュ

ーピー人形」は，日本人に広く親しまれているものであり，ひとり請求人のみが採択・使用し
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ている独創的な商標とはいえないものである。そして，本件商標と引用商標７をはじめとする

請求人の使用に係る商標とは，取引者・需要者にとって容易に識別し得る程度の差異を有して

おり，しかも，甲各号証に徴するも，請求人自身，キューピーの顔のみからなる態様の商標を

使用している事実も見当たらない。

加えて，被請求人の主張によれば，被請求人は，自社の商品と他社の商品とを厳然と区別す

るため，商品のタグや商品カタログ等に，本件商標とともに「ＲＯＳＥ Ｏ’ＮＥＩＬＬ Ｋ

ＥＷＰＩＥ（ローズオニールキューピー）」の文字を表示して商品を販売している旨述べてい

る。そして，被請求人の提出に係る乙第３３号証ないし乙第４０号証（（判決注：本訴におけ

る甲第９８～第１０５号証）商品カタログ等）によれば，本件商標の指定商品である「清涼飲

料，果実飲料」等の商品についての例は認められないものの，被請求人会社は，その取り扱い

に係る人形やティーカップセット，Ｔシャツ，ハンカチ，ポーチ，ストラップ等々の商品に本

件商標とともに「ＲＯＳＥ Ｏ’ＮＥＩＬＬ ＫＥＷＰＩＥ（ローズオニールキューピー）」

の文字からなる商標をも併せ表示して商品の販売をしている事実を認めることができる。

そうとすれば，本件商標と引用商標７をはじめとする請求人の使用に係る商標との差異に，

これらの実情をも併せみれば，本件商標をキューピー人形の顔からなる商標として捉えたとし

ても，本件商標を使用した商品と請求人の使用に係る商標を使用した商品との間に商品の出所

の混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

ウ まとめ

以上のとおり，被請求人が本件商標をその指定商品に使用しても，これに接する取引者・需

要者をして，引用商標７及び８をはじめとする請求人の使用に係る商標を連想又は想起させる

ものとは認められず，その商品が請求人若しくはこれと何らかの関係を有する者の取扱いに係

る商品であるかのように，商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべき

であるから，本件商標の登録は，商標法４条１項１５号に違反してされたものとはいえない。

第３ 審決取消事由の要点

１ 取消事由１（商標法４条１項１１号該当性）

(1) 審決は，本件商標の称呼及び観念について，「被請求人の提出に係る乙第３
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号証（（判決注：本訴における甲第６８号証）米国雑誌『Ｌａｄｉｅｓ’Ｈｏｍｅ

Ｊｏｕｒｎａｌ』１９０９年１２月号所収のイラスト）に掲載されているキュー

ピーのうちの一人の顔のようでもあるが，その表紙に描かれている幼児の顔のよう

でもあり，いずれにしても，このような比較的写実性の強い幼児の顔部分のみから

なる商標から『キューピー』（キューピー人形）の称呼・観念が生ずるものとはい

い難く，直ちに特定の確定的な称呼及び観念を生ずることはないものとみるのが相

当である。」と認定する一方，引用商標１，２及び５の称呼及び観念について，

「引用商標１，２及び５は，その顔部分が後述する引用商標６のいわゆるキューピ

ー人形の顔部分の特徴と符合していることから，全体として，『ハイハイしている

キューピー人形』の如き観念を把握し得るということができるものである。しか

し，その称呼については，『ハイハイしているキューピー人形』という観念に相当

する的確な称呼があるものとはいえないから，引用商標１，２及び５からは特定の

称呼を生ずることはないものというべきである。」と認定した上，本件商標と引用

商標１～６は称呼及び観念において比較できないものであって，互いに紛れるおそ

れはないから，本件商標の登録は商標法４条１項１１号に違反してされたものとは

いえないと判断した。

しかしながら，審決のこの判断は，以下に述べるとおり誤りである。

(2) 本件商標は，①頭頂部に尖ったような突起があり，全体的に髪の毛が生えて

いない，②口はやや下向きの円弧状に描かれ，微笑んでいる等のいわゆるキューピ

ー人形の顔（頭部）の特徴を有するものであるため，本件商標に接する取引者又は

需要者は，本件商標から「キューピー」（キューピー人形）の称呼及び観念を認識

するのが自然である。

そもそも，被告が本件審判手続において提出した答弁書においても，「被控訴人

は，ローズ・オニールの描いたキューピーに対する著作権を譲り受けたので，これ

を利用して，原画（甲第６８号証）の中のキューピーのうち，１人のキューピーの

顔部分を取り出し，図形商標として商標登録した。したがって，本件商標は，ロー
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ズ・オニールの創作したオリジナルのキューピーの顔（頭部）の特徴を有する。」

と認めていることからも，本件商標がキューピーの顔（頭部）を表していることは

明らかであり，この点に関しては，当事者間において争いがないところである。

さらに，被告が会長を務める日本キューピークラブ発行に係る印刷物では，被告

自ら，本件商標と外観上非常に近い幼児の顔図形を「キューピー」と称している。

以上によると，本件商標からは「キューピー」の称呼及び観念が生ずるというべ

きである。

(3) 引用商標１，２及び５の顔部分は，引用商標６の「キューピー人形」の顔部

分の特徴と符合しているものであるところ，引用商標１及び引用商標６と同一の構

成である引用商標７は，いずれも「キューピー」の片仮名を書してなる登録第８３

２２８３号商標（引用商標８）と相互に連合商標として登録されていたものであ

り，引用商標１及び６からは「キューピー」の称呼及び観念が生ずるものである。

引用商標２及び５は，キューピーの掌の部分にかけて床面の線とも理解される横

線が存在すること以外は引用商標１と同一態様であるため，これらの商標からも

「キューピー」の称呼及び「キューピー」（キューピー人形）の観念が生ずるもの

であることは明らかである。

引用商標３及び４の欧文字と片仮名を書してなる商標から，「キューピー」の称

呼及び観念が生ずることは明らかである。

したがって，引用商標１～６からは「キューピー」の称呼及び観念が生ずるとい

うべきである。

なお，原告（請求人）は，審判段階において，引用商標１及び６が「キューピ

ー」の片仮名文字からなる商標と連合商標として登録されていた等の理由から，引

用商標１，２，５及び６から「キューピー」（キューピー人形）の称呼及び観念が

生ずると主張したが，審決は，上記のような連合商標の関係は，本件商標と引用商

標１～６とが類似の関係にあることを示すものではないとした。

しかしながら，平成８年６月１２日法律第６８号による改正前の商標法７条１項
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は，「商標権者は，自己の登録商標に類似する商標であつてその登録商標に係る指

定商品若しくは指定役務について使用をするもの又は自己の登録商標若しくはこれ

に類似する商標であつてその登録商標に係る指定商品若しくは指定役務に類似する

商品若しくは役務について使用をするものについては，連合商標の商標登録出願を

した場合を除き，商標登録を受けることができない。」と規定し，同条３項は「商

標権者は，自己の登録商標に類似する商標であつてその登録商標に係る指定商品又

は指定役務について使用をするもの及び自己の登録商標又はこれに類似する商標で

あつてその登録商標に係る指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について

使用をするもの以外の商標については，連合商標の商標登録を受けることができな

い。」と規定しているところ，引用商標１及び６が，その外観において，「キュー

ピー」の片仮名文字からなる商標と異なることは明らかであり，引用商標１及び６

が，それぞれ引用商標８と連合商標として登録されていたということは，引用商標

１及び６から「キューピー」の称呼及び観念が生ずると考えられていたことにほか

ならないというべきである。

したがって，少なくとも，引用商標１及び６から「キューピー」の称呼及び観念

が生ずることについては，特許庁の商標の審査において認められていたというべき

である。

(4) 上記(2)，(3)によると，本件商標からは「キューピー」の称呼及び観念が生

じ，引用商標１～６からは「キューピー」の称呼及び「キューピー（人形）」の観

念が生ずるから，本件商標と引用商標１～６は類似するというべきであり，本件商

標の登録が商標法４条１項１１号に違反してされたものとはいえないとした審決の

判断は誤りである。

(5) 被告は，商標法４条１項１１号該当性について，後記第４の１のとおり，取

引の実情を考慮すれば，本件商標と引用商標１～６との間に誤認混同をきたすおそ

れはない旨主張するほか，引用商標１～６のうち，「キューピー」の称呼及び観念

に出所識別力はないから，これらは引用商標１～６の要部とはいえず，外観のみが
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要部となると考えるべきところ，本件商標と引用商標１～６の間に外観の類似性は

ないから，本件商標は引用商標１～６と類似するということはできない旨主張す

る。

しかしながら，被告が指摘する被告以外の多数の「キューピー」に関連する商標

登録例や使用例の大部分は，原告の取扱商品とは無関係の商品や役務についてのも

のであり，むしろ，原告の主たる業務分野である飲食料品の分野において使用され

ている「キューピー」関連商標のほとんどは原告の使用に係るものであるというの

が取引の実情である。したがって，本件商標がその指定商品である「清涼飲料，果

実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース」について使用されれば，引用商標１～６

が使用された商品と出所の混同が生ずることは明らかである。

また，いまや「キューピー」の称呼及び観念は，ローズ・オニールの創作したキ

ャラクターや人形だけでなく，これに類似するキャラクターや人形一般を示す称呼

及び観念となっていることについては，原告も異論がないが，商標の識別力につい

ては，具体的な指定商品との関係において論ずるべきものであり，指定商品と離れ

た一般的な言葉としての「キューピー」の識別力を論じても無意味であり，本件商

標の指定商品である飲料の分野において「キューピー」や「ＫＥＷＰＩＥ」の語が

多くの者によって一般的な用語として使用されているという事実もない。そして，

本件商標の指定商品の分野において「キューピー」の語に識別力が認められること

は明らかである。

以上によると，被告の主張はいずれも前提を誤った失当なものである。

２ 取消事由２（商標法４条１項１５号該当性）

(1) 審決は，「引用商標７は，・・・引用商標６と同一の構成からなるものであ

り，また，引用商標８は，『キューピー』の片仮名文字からなるものであって，引

用商標４と同一の構成からなるものであるから，上記において述べたところと同様

の理由により，本件商標と引用商標７及び８とは，外観において顕著な差異を有す

るものであり，称呼及び観念においては比較すべくもないものであるから，互いに
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紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。」とし，「引用商標７

及び８は，請求人の取扱いに係るマヨネーズ，ドレッシングその他の加工食品の分

野あるいはこれと密接に関連する分野の商品を表示するためのものとして，本件商

標の登録出願時及び登録査定時において，この種商品分野の取引者・需要者の間に

おいて広く認識されていたものと認めることができる。」としながらも，「甲各号

証に徴するも，請求人自身，キューピーの顔のみからなる態様の商標を使用してい

る事実も見当たらない。」との認定及び「被請求人会社は，その取り扱いに係る人

形やティーカップセット，Ｔシャツ，ハンカチ，ポーチ，ストラップ等々の商品に

本件商標とともに『ＲＯＳＥ Ｏ’ＮＥＩＬＬ ＫＥＷＰＩＥ（ローズオニールキ

ューピー）』の文字からなる商標をも併せ表示して商品の販売をしている」との認

定を前提として，「本件商標と引用商標７をはじめとする請求人の使用に係る商標

との差異に，これらの実情をも併せみれば，本件商標をキューピー人形の顔からな

る商標として捉えたとしても，本件商標を使用した商品と請求人の使用に係る商標

を使用した商品との間に商品の出所の混同を生じさせるおそれはないものというべ

きである。」と判断したものである。

しかしながら，審決のこの判断は，以下に述べるとおり誤りである。

(2) 本件商標から「キューピー」の称呼及び観念が生ずることは上記１(2)のと

おりであるところ，引用商標７の構成は同６と同様であり，引用商標８は「キュー

ピー」の片仮名文字からなる商標であるから，これらの商標から「キューピー」

（キューピー人形）の称呼及び観念が生ずることは，上記１(3)で主張したところ

から明らかであり，本件商標と引用商標７及び８は称呼及び観念を共通にする類似

の商標であるというべきである。

(3) 甲第３２～第３５号証にあるように，「マヨネーズ，ドレッシングその他の

加工食品」について，キューピーの顔のみの態様の商標の使用ともいい得る原告の

使用例が複数存在するから，審決の認定は誤りである。なお，上記のほかにも，同

様の使用例は数多く存在する（甲第１１４～第１４８号証）。
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また，審決が認定した本件商標の表示の態様についても，甲第９８～１０５号証

における「ＲＯＳＥ Ｏ’ＮＥＩＬＬ ＫＥＷＰＩＥ（ローズオニールキューピ

ー）」の記載の多くは，「ＲＯＳＥ Ｏ’ＮＥＩＬＬ」に比べて「ＫＥＷＰＩＥ」

の文字が大きく表示され，ロゴとして使用されているものでは，「ＲＯＳＥ Ｏ’

ＮＥＩＬＬ」の部分が極めて読みづらい特殊態様の文字で小さく表示されているこ

とからすると，このような表示態様の商標に接する取引者・需要者が，大きく表示

され，読みやすい「ＫＥＷＰＩＥ」の部分に注目して取引を行うことは明白であ

る。そして，そもそも，将来いくらでも変更可能である本件商標の市場における使

用状況に基づいて，本件商標の使用による出所の混同のおそれを判断すべきもので

はないというべきである。

したがって，出所混同のおそれの有無を判断する前提となる審決の認定には誤り

があり，原告の「マヨネーズ，ドレッシングその他の加工食品」について，キュー

ピーの顔のみの態様の商標の使用ともいい得る使用例が数多く存在することを前提

とし，同じくキューピー（キューピー人形）の顔のみの部分によって構成される本

件商標が，上記の「マヨネーズ，ドレッシングその他の加工食品」と密接に関連す

る「清涼飲料，果実飲料」等の指定商品に使用された場合を想定すると，そのよう

な本件商標を付した商品が，原告の商品と混同されるおそれがあるというべきであ

る。

(4) 上記(2)，(3)によると，本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずるお

それがある商標であるというべきであり，本件商標の登録が商標法４条１項１５号

に違反してされたものとはいえないとした審決の判断は誤りである。

３ 被告の主張に対する反論

被告は，後記第４の３のとおり，原告による無効審判請求や審決取消請求訴訟の

提起は，商標法２９条に違反する旨主張するほか，ローズ・オニールの著作物で

ある「キューピー」の著名性を引用商標１～８において無償で利用している原告

が，「キューピー」の著作権の譲渡を受けて本件商標登録を得た被告に対して，
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その無効を主張することは，権利の濫用である旨主張する。

しかしながら，商標法２９条は，登録商標の使用を制限する規定であり，ここで

いう「使用」については同法２条３項が定義するところであって，無効審判の請求

や審決取消訴訟の提起が含まれないことは明らかであるから，同法２９条に基づく

被告の主張は失当である。

また，引用商標１～８を登録した原告の行為が，著作権侵害に該当しないこと

は，甲第５８～第６５号証の判決により既に判断が示されている事項であり，これ

らの判決における説示にかんがみれば，原告の行為が権利濫用に該当しないことは

明らかである。

したがって，被告の上記主張はいずれも失当である。

第４ 被告の主張の要点

１ 取消事由１（商標法４条１項１１号該当性）に対して

(1) 原告は，本件商標からは「キューピー」の称呼及び観念が生じ，引用商標１

～６からは「キューピー」の称呼及び「キューピー（人形）」の観念が生ずるか

ら，本件商標と引用商標１～６は類似するというべきであり，本件商標の登録が商

標法４条１項１１号に違反してされたものとはいえないとした審決の判断は誤りで

あると主張する。

しかしながら，以下のとおり，本件商標と引用商標１～６は類似するものではな

く，審決の結論は正当である。

(2) 「キューピー」は，米国の女流画家であるローズ・オニールが創作したキュ

ーピー人形をはじめとするキャラクターを示すものである。ローズ・オニールは，

１９０９年，「レディース・ホーム・ジャーナル」誌クリスマス特集号に初めて

「クリスマスでのキューピーたちの戯れ」でキューピーのイラストを発表し，その

後，同誌や「ウーマンズ・ホーム・コンパニオン」誌などにキューピーシリーズを

連載した。そして，１９１３年にイラストを立体化して創作したキューピー人形を

発売した。
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ローズ・オニールの死後，同人の創作したキューピーの著作権は，ローズ・オニ

ール遺産財団に承継されていたが，被告は，同財団から，平成１０年５月１日，ロ

ーズ・オニールが創作した全てのキューピー作品の日本における著作権を譲り受け

た。

本件商標は，「The Kewpies and the Goblin」と題するローズ・オニールが描い

た原画の中のキューピーのうち，１人のキューピーの顔部分をモチーフとして図案

化し，図形商標として商標登録出願し，登録されたものである。

他方，引用商標１～６は，原告が，ローズ・オニールの創作したキューピーの人

気にただ乗りして，著作者であるローズ・オニールに無断でその創作に係るキャラ

クターや名称を剽窃したものである。

以上の経緯からすると，本件商標と引用商標１～６からは，いずれも「キューピ

ー」の称呼が生ずるということができるが，本件商標からは「ローズ・オニールの

創作したオリジナルのキューピー」の観念が生ずるのに対し，引用商標１～６から

は「キューピーマヨネーズのキューピー」という観念が生ずるにすぎない。

そして，取引の実情等によって，出所の誤認混同をきたすおそれが認めがたいも

のは類似商標とは解されないところ，上記のとおり，本件商標と引用商標１～６は

称呼を共通にするものの，観念において異なるものであるほか，外観においては著

しく異なっており，現在では，原被告以外にも多数の者が「キューピー」に関連す

る商標登録を得て，商品化するなどして使用していることも考慮すると，本件商標

を指定商品に使用したとしても，引用商標１～６を付した商品と出所の誤認混同を

生ずるおそれはないから，本件商標と引用商標１～６が類似するということはでき

ない。

(3) 仮に，上記(2)の主張が認められなかったとしても，以下のとおり，本件商

標と引用商標１～６は類似するということはできない。

すなわち，商標の類否を判断するに当たっては，全体を観察するのが原則である

が，商標において識別力を有しない部分がある場合，当該部分を除外し，識別力の
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ある部分のみを比較して，類否を決すべきことになる。

上記(2)のとおり，「キューピー」の称呼及び観念は，元はといえば，ローズ・

オニールの創作したキューピー人形をはじめとするキャラクターを識別する称呼及

び観念であり，日本におけるキューピーのブームは大正時代にまで遡る。

しかしながら，その後，キューピーがローズ・オニールの著作物であることを知

らない多数の者が，模倣の「キューピー」キャラクターや「キューピー」の名称を

商標として登録し，あるいは，商品として販売してきたため，今や「キューピー」

の称呼及び観念は，ローズ・オニールの創作したキャラクターや人形だけでなく，

これに類するキャラクターや人形一般を示す称呼及び観念となっている。

したがって，本件商標と引用商標１～６から，ともに「キューピー」の称呼及び

観念が生ずるとしても，引用商標１～６から生ずる「キューピー」の称呼及び観念

は，原告の指定商品に係る商品のみを示すものではなく，上記のような「ローズ・

オニールの創作したキャラクターや人形だけでなく，これに類するキャラクターや

人形一般」を示すものであるから，このような称呼及び観念に原告の商品を示すも

のとしての識別力がないことは明らかである。

そうすると，本件商標と引用商標１～６の類否を検討するに当たっては，識別力

を有する外観を要部として対比すべきことになる。

本件商標は，上記(2)のとおり，ローズ・オニールの物語付きイラスト作品であ

る「The Kewpies and the Goblin」に登場するキューピーの顔をモチーフにした図

形商標である。

引用商標１，２及び５は，原告が独自に図案化したキューピー人形の顔部分のみ

をさらに独自に図案化を施して図形商標としたものであり，引用商標６は，人の全

身をモチーフにした図形商標であるから，これらの商標の要部は外観である。引用

商標４は，「キューピー」の文字をロゴとして登録した文字商標であるから，その

要部は外観としての書体のみである。そして，引用商標３は「ＫＥＷＰＩＥ」の標

準文字からなる商標であり，原告の指定商品を識別するための要部となり得る部分



- -24

は存在しない。

以上によると，本件商標と識別力を有する要部が存在しない引用商標３が類似と

なる余地はなく，本件商標と引用商標４は明らかに外観が異なるものであり非類似

である。

本件商標と引用商標６は，図形商標の対象において，顔部分のみと全身という違

いがあり，外観において明らかに異なるものであって，両者は非類似である。

本件商標と引用商標１，２及び５は，ともに幼児の顔部分をモチーフにしている

という点において共通しているが，個別の要素については，顔の輪郭線，頭部・目

・鼻・口の形状，眉・耳・両手の有無，顔の向きにおいて異なっているため，全く

異なった印象を与えるものであり，本件商標と引用商標１，２及び５は非類似であ

る。

(4) 以上によると，いずれにしても，本件商標と引用商標１～６が類似するとい

うことはできず，本件商標の登録が商標法４条１項１１号に違反してされたものと

はいえないとした審決の判断は結論において正当であり，取消事由１は理由がな

い。

２ 取消事由２（商標法４条１項１５号該当性）に対して

(1) 原告は，本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商

標であるというべきであり，本件商標の登録が商標法４条１項１５号に違反してさ

れたものとはいえないとした審決の判断は誤りであると主張するが，以下のとお

り，審決の結論は正当である。

(2) 引用商標７及び８は，原告がキューピー人形を独自に図案化した標章を「マ

ヨネーズ，ドレッシングその他の加工食品」に使用したため，当該標章の図案の範

囲においてマヨネーズ等の出所を示す「キューピー・マヨネーズ」の商標として著

名性が認められるにすぎない。

そうすると，原告が，ローズ・オニールが創作したキューピーを起源とする「キ

ューピー」の称呼・外観及び観念全体を独占しているわけではなく，マヨネーズ等
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以外の商品と結びついて著名となっている事実もないというべきである。

また，上記１(3)と同様の理由によって，引用商標７，８において識別力が認め

られるのは外観に限られるから，その要部も外観であるが，仮に引用商標７，８の

外観に周知性が認められるとしても，本件商標と引用商標７，８は外観において明

らかに異なっているものである。

したがって，本件商標の使用によって，出所の混同を生ずるおそれはない。

(3) 以上によると，本件商標が商標法４条１項１５号に違反して登録されたもの

ということはできないから，審決の結論は正当であり，取消事由２は理由がない。

３ 商標法２９条に基づく主張及び権利濫用の主張

商標法２９条は，「商標権者・・・は，指定商品・・・についての登録商標の使

用がその使用の態様により・・・その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と

抵触するときは，指定商品・・・のうち抵触する部分についてその態様により登録

商標の使用をすることができない。」と規定する。

引用商標１，２，５，６及び８は，ローズ・オニールが創作したキューピー人形

を原告が独自に図案化して商標登録出願をしたものであり，同出願の日前に生じて

いたローズ・オニールの著作権と抵触するから，原告は，これらの引用商標を使用

して無効審判請求及び審決取消訴訟の提起をすることができないというべきであ

る。

また，原告は，ローズ・オニールの著作物である「キューピー」の著名性を引用

商標１～８において無償で利用しているのであって，そのような原告が，上記１

(2)のとおり「キューピー」の著作権を譲り受けた上，本件商標の登録を得た被告

に対してその無効を主張することは，公正な競争秩序に反するものであり，権利濫

用であるというべきである。

したがって，本件審判の請求を成り立たないとした審決は，結論において相当で

ある。

第５ 当裁判所の判断
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１ 取消事由１（商標法４条１項１１号該当性）について

原告は，審決が，本件商標からは「キューピー」の称呼・観念は生じないから，

「キューピー」の称呼・観念を生ずる引用商標１～６と称呼及び観念において比較

することはできないものであり，互いに紛れるおそれはないなどとして，本件商標

の登録は商標法４条１項１１号に違反してされたものとはいえないと判断したのは

誤りであると主張するので，以下において検討する。

(1) 「キューピー」の由来と我が国における認知の状況

甲第６８～第７１，第７４及び第７５号証，第８０～第８８号証の各１並びに弁

論の全趣旨によると，以下の各事実が認められる。

米国人ローズ・オニールは，１９０９年，「レディース・ホーム・ジャーナル」

誌のクリスマス特集号に「クリスマスでのキューピーたちの戯れ」と題した詩及び

キューピッドをモチーフにした裸体の幼児のイラストを発表した。

このイラストに描かれたキャラクターは，「キューピー」と名付けられ，その際

立った特徴としては，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもその

部分が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一対の小さ

な羽が生えたふくよかな裸体の姿をしたものであった。

その後，ローズ・オニールは，雑誌において「キューピーシリーズ」の連載を始

め，１９１３年には，「キューピー」のイラストを立体化した人形がドイツで製作

され，アメリカにおいて発売され大人気を博した。

「キューピー人形」の人気は世界的に波及し，我が国においても，昭和年代に入

ってから，セルロイド製の「キューピー人形」が製造され広く流布するなどした。

その後，上記の人気を受け，「キューピー」又は「キューピー人形」は，原告を

はじめとする多くの企業が，企業自体やその商品のイメージキャラクターとして宣

伝広告に使用したことにより，我が国における「キューピー」又は「キューピー人

形」の認知度は更に高まった。

(2) 本件商標登録出願時における「キューピー」の認知について
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上記(1)のとおり，「キューピー」のキャラクターは，我が国において，「キュ

ーピー人形」に人気があったことや商品等の宣伝広告に利用されたことなどから，

頭頂部が尖った目のパッチリと大きい裸体の幼児のキャラクターとして広く認知さ

れていたものであり，平成１０年１１月１１日株式会社岩波書店発行の「広辞苑第

５版」には「キューピー【Kewpie】オニール（Rose O'Neill 1874-1944）のキュー

ピッドの絵を模したセルロイド製のおもちゃ。頭の先がとがり，目の大きい裸体の

人形。１９１０年代にアメリカで発売。商標名。」（６８３頁）と記載されてい

た。

以上によると，上記のような「キューピー」のキャラクターは，本件商標登録出

願時（平成１６年１１月２２日）において，我が国で周知のものとなっていたとい

うべきである。

(3) 本件商標の称呼及び観念について

ア 本件商標の構成は，前記第２の１(1)のとおり，頭頂部の髪と思しき部分が

尖り，パッチリとした大きな目をした幼児の頭部を描いた図形であるところ，これ

らの特徴的容姿は上記(2)のとおり我が国においても周知となっていた「キューピ

ー」のキャラクターの特徴と符合するものであるから，本件商標に接した取引者・

需要者が，本件商標に係る図形を「キューピー」と認識するであろうことは疑いの

ないところというべきである。したがって，本件商標からは「キューピー」の称呼

を生ずるとともに，頭の先の髪と思しき部分が尖り，目がパッチリと大きい裸体の

幼児又はその人形である「キューピー」の観念を生ずるものというべきである。

イ 被告は，本件商標から「キューピー」の称呼が生ずるということができる

が，本件商標から生ずる観念は「ローズ・オニールの創作したオリジナルのキュー

ピー」である旨主張するので検討するに，我が国において「キューピー」のキャラ

クターが周知となった経緯が上記(1)，(2)のとおりであることに加え，平成４年３

月１日株式会社出版芸術社発行の大澤秀行著「キューピー讃歌」（甲第７４号証）

６８頁に「・・・キューピーが初めて日本にお目見得し，あっというまに国民的に
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普及してからでも原作者ローズ・オニールの存在はもとより，名前すら全くといっ

てよいほど伝えられなかった。”はじめにキューピーありき”とでもいうか，かな

りのキューピー愛好家でさえローズ・オニールに関しては無知にひとしかったとい

えるだろう。かくいう私にしても，子どもの頃は当然として，大人になり相当数の

キューピーが集まるようになってからも暫くは，ご同様であった。私がローズ・オ

ニール女史の名前を知り，さらに意識しはじめたのは十数年前で，海外からキュー

ピー関係の資料などとともに彼女の文献類が手に入り，知れば知るほど興味が高ま

ってきてからのことである。・・・」とあることも考慮すると，乙第５７～第６１

号証により認められる被告によるローズ・オニールの顕彰的活動ないしは事業の存

在を考慮したとしても，我が国において，本件商標の出願登録時はもとよりその査

定時においても，「キューピー」について，「ローズ・オニールが創作したオリジ

ナルのキューピー」とそれ以外の「キューピー」とが截然と区別して認知されてい

たとまでは到底認めることができないし，本件全証拠によってもかかる事実を認め

ることはできないから，被告の上記主張を採用することはできない。

(4) 引用商標１～６の称呼及び観念について

ア 引用商標１～６の構成は，ぞれぞれ前記第２の２(1)～(6)のとおりである。

上記引用商標のうち，「ＫＥＷＰＩＥ」の欧文標準文字を書してなる引用商標３

及び「キューピー」の片仮名文字を書してなる引用商標４から「キューピー」の称

呼が生ずることは明らかであり，上記(2)のとおりの「キューピー」のキャラクタ

ーが周知となっていたことに照らすと，これらの商標からは，頭の先の髪と思しき

部分が尖り，目がパッチリと大きい裸体の幼児又はその人形である「キューピー」

の観念を生ずることも明らかである。

また，引用商標６の構成は，頭頂部の髪と思しき部分が尖り，目がパッチリと大

きい裸体の幼児の人形を模してなるものであるところ，上記(2)のとおりの「キュ

ーピー」のキャラクターが周知となっていたことに照らすと，引用商標６からは

「キューピー」の称呼及び観念を生ずるというべきである。
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さらに，引用商標１，２及び５の構成は，前記第２の２(1)，(2)にあるとおり，

引用商標６の構成となっている人形の顔の両頬付近から突き出した短い腕の先に５

本指を開いた両手が前方に差し出され，腕に衣服と思しきものを着けているもので

ある（なお，引用商標２及び５については上記の両手位置に左右に伸びる床面と思

しき線が描かれている。）ところ，「キューピー」の際立った特徴が「頭頂部の髪

と思しき部分が尖り，目がパッチリと大きい」という容姿にあることからすると，

これと符合する構成を有する引用商標１，２及び５からも「キューピー」の称呼及

び観念が生ずると認められる。

イ 被告は，引用商標１～６から「キューピー」の称呼が生ずるということがで

きるが，引用商標１～６から生ずる観念は「キューピーマヨネーズのキューピー」

である旨主張するので，この点について検討する。

確かに，昭和５９年３月５日株式会社講談社発行の大澤秀行著「キューピー物

語」（甲第７５号証）４５頁には「日本的な，日本でデザインされ生産されたキュ

ーピーはセルロイドその他のお人形だけでなく，何かの商品のブランド名や，広告

類のイラストとして，それに容器やケースとしても広く使われた。アメリカと同様

である。私の記憶にハッキリあるものでは，紙で，ＱＰ印があった。石けんも，キ

ューピーの形のものから，今も現役のベビー石けんの箱にまでデザインされてい

る。鍋やフライパン等，金物でＱＰ印があり，背丈１メートルもありそうな大きな

キューピーが，フライパンを掲げて町の金物屋の店頭に立っていたのを思い出

す。」との記載に続けて「現在も，日本でキューピーといえば，誰でもご存じなの

が，マヨネーズだろう。この会社は，実に社名まで『キューピー株式会社』として

２５年以上になる。我が国のマヨネーズメーカーの最大手で，缶詰にも定評があ

る。日本人の食生活の多様化に合わせ，マヨネーズやドレッシングの他，各種ベビ

ーフードなど，数多くを市場に送り出している。過去に，何回か景品として新しく

デザインしたキューピー人形も，大小出しており，その中の特に大型のものは，今

も時々お店で見かける。また，以前に２０センチ程のキューピーにマヨネーズを詰
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め，そのままチューブ入りみたいに使える商品が売り出されたこともあった。この

会社とキューピーとの出会いは古く，会社の歴史とともに伝えられている。」との

記載があるように，キューピーを商品等の宣伝広告に使用した例が様々ある中で，

「キューピーマヨネーズ」は極めて著名であるということができる。

しかしながら，上記(3)と同様の理由に加え，上記(1)，(2)並びに甲第７５号証

から引用した上記記載のうち前段の部分にもあるとおり，我が国においては，多数

の企業が「キューピー」のキャラクターを宣伝広告に使用してきた事実に照らす

と，我が国において，「キューピー」が相当程度普遍的ないしは一般的なキャラク

ターとして認知されていた事実を否定することは困難であるから，特定の企業と結

びつかない「キューピー」の観念が引用商標１～６から生ずることを一概に否定す

ることはできない。

したがって，被告の主張を採用することはできない。

ウ また，被告は，仮に，引用商標１～６から「キューピー」の称呼及び観念が

生ずるとしても，引用商標１～６から生ずる「キューピー」の称呼及び観念は，原

告の指定商品に係る商品のみを示すものではなく，「ローズ・オニールの創作した

キャラクターや人形だけでなく，これに類するキャラクターや人形一般」を示すも

のであるから，このような称呼及び観念に原告の商品を示すものとしての識別力は

ないのであり，本件商標と引用商標１～６の類否を検討するに当たっては，識別力

を有する外観のみを要部として対比すべきである旨主張する。

しかしながら，上記イのとおり，原告が「キューピー」のキャラクターをマヨネ

ーズの宣伝広告に使用することによって，「キューピーマヨネーズ」として著名と

なり，「キューピー」の付されたマヨネーズを他から識別することを可能としてい

る事実からも明らかなように，「キューピー」の称呼及び観念に何ら識別力がない

ということができないことは明らかであり，被告の主張を採用することはできな

い。

(5) 本件商標と引用商標１～６の類否について
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上記(3)，(4)によると，本件商標と引用商標１～６からは，共に「キューピー」

の称呼及び観念を生ずるものであり，かつ，次項に説示するとおりそれぞれの指定

商品は同一又は類似の関係にあるから，本件商標と引用商標１～６は，互いに相紛

れるおそれのある類似の商標というべきである。

この点について，被告は，現在では，原被告以外にも多数の者が「キューピー」

に関連する商標登録を得て，商品化するなどして使用しているという取引の実情も

考慮すると，本件商標を指定商品に使用したとしても，引用商標１～６を付した商

品と出所の誤認混同を生ずるおそれはない旨主張するので，検討する。

取引の実情を考慮することにより，類似する商標を付した商品について出所の誤

認混同を生ずるおそれがないということができるためには，当該指定商品に係る取

引の実情を前提として，誤認混同のおそれがないものと認められることが必要であ

る。

本件においては，確かに，上記(1)，(2)や(4)イのとおり，多くの企業が「キュ

ーピー」のキャラクターを商品等の宣伝広告に使用しているものと認められるが，

本件商標に係る指定商品である「清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュ

ース」の取引分野についてみると，本件全証拠を検討しても，例えば，商標以外の

目印によって出所を識別して取引が行われているとか，あるいは逆に，多くの者が

「キューピー」又はこれに類する標章を付した商品を販売しており，「キューピ

ー」の外観の微妙な相違により出所を識別して取引が行われているなどの取引の実

情が認められることにより，同一の称呼及び観念を生ずる商標を付した商品につい

て出所の誤認混同を生ずるおそれがないと認めるに足りない。

むしろ，上記指定商品に係る商品は，多くの場合，仕入れの段階において，銘柄

と数量を指定して，口頭又は文書により取引されるほか，小売店等において，商品

名の簡略な表記を付して陳列され，一般消費者によって購入されることが通常の取

引態様であることは経験則上明らかであるから，取引過程のあらゆる段階におい

て，上記の取引分野においては，称呼とこれに基づく表記が商品の出所を判断する
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上での重要な要素となるものであることは明らかである。

そうすると，上記のとおり同一の称呼及び観念（「キューピー」）を生ずる本件

商標と引用商標１～６の類似性について，本件商標の指定商品に係る取引の実情を

考慮することにより，これを否定することはできないというべきであるから，被告

の主張を採用することはできない。

(6) 本件商標と引用商標１～６の指定商品は，前記第２の１(1)及び２(1)～(6)

のとおりであり，本件商標の指定商品である「清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲

料用野菜ジュース」については，そのすべてが，引用商標３，４及び６の指定商品

に含まれており，引用商標１，２及び５の指定商品にはいずれも食料品が含まれて

いることから，本件商標と引用商標１～６の指定商品は同一又は類似するというべ

きである。

そうすると，本件商標は，その登録出願の日前の登録出願に係る他人の登録商標

である引用商標１～６と類似する商標であって，その商標登録に係る指定商品又は

これに類似する商品について使用するものとして出願された商標であるから，商標

法４条１項１１号に基づいて商標登録を受けることができないものであり，その登

録は同号に違反してされたものといわざるを得ない。

したがって，本件商標の登録が商標法４条１項１１号に違反してされたものとは

いえないとした審決の判断は誤りである。

２ 被告の主張について

(1) 商標法２９条に基づく主張

被告は，引用商標１，２，５及び６は，ローズ・オニールが創作したキューピー

人形を原告が独自に図案化して商標登録出願をしたものであり，同出願の日前に生

じていたローズ・オニールの著作権と抵触するものであるから，原告がこれらの引

用商標を使用して無効審判請求及び審決取消訴訟の提起をすることは商標法２９条

に違反する旨主張する。

商標法２９条は，「商標権者・・・は，指定商品・・・についての登録商標の使
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用がその使用の態様により・・・その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と

抵触するときは，指定商品・・・のうち抵触する部分についてその態様により登録

商標の使用をすることができない。」と規定し，商標法における（商標を含む）標

章の「使用」態様については，同法２条３項１～８号に限定的に列挙されていると

ころ，無効審判請求及び審決取消訴訟の提起は，上記各号所定の行為のいずれにも

該当しないから，著作権との抵触の有無を論ずるまでもなく，商標法２９条に基づ

く被告の主張は失当である。

なお，商標法２９条は，商標権者の商標の使用を商標登録出願前の出願や発生に

係る他人の権利と抵触しない範囲に限定することにより，商標権と他の権利との調

整を図る規定であり，商標権者が類似する他人の商標登録の無効を請求する場合で

ある本件に類推すべき基礎となる事情も認められない。

(2) 権利濫用の主張

被告は，ローズ・オニールの著作物である「キューピー」の著名性を引用商標１

～６において無償で利用している原告が，「キューピー」の著作権を譲り受けた

上，本件商標の登録を受けた被告に対してその無効を主張することは，公正な競争

秩序に反するものであり，権利の濫用である旨主張するので，以下において検討す

る。

ア 商標法は，上記(1)のとおり，著作権等との抵触を調整する規定を置いた

上，同法４６条において，商標登録を無効とすることについて審判を請求すること

ができる旨定め，そのための要件として無効理由を規定しているところ，無効審判

請求の主体について商標法上の明示の制限はない。そして，商標法は商標登録につ

いて先願主義を採用しているから，ある登録商標の商標権者が，当該登録商標は引

用商標と類似の商標であるとの無効理由（商標法４条１項１１号所定の無効理由）

を回避するためには，先願の地位を有する引用商標の商標登録について無効審判請

求をし，これを無効としなければならないことになるが，他人の著作権と抵触する

ことは商標登録の無効理由とはされていない。
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そうすると，商標法上，他人の著作権に抵触する商標であっても，これが一旦登

録されれば，抵触の一事をもって無効とされることはないのであり，このような商

標も，当該商標登録出願の日より後の出願に係る商標との関係では，引用商標とな

り得るのであり，引用商標の商標権者が，商標法４条１項１１号違反を無効理由と

して，これと類似の商標に係る商標登録の無効審判請求をすることに商標法上の問

題はない。

ところで，商標法４条１項１１号は，同一又は類似の商標が複数登録されてしま

った場合において，これらが同一又は類似の商品等に使用されれば，取引者・需要

者において商品等の出所について誤認混同が生じ，商標使用者の業務上の信用の維

持を図り，もって産業の発展に寄与し，あわせて需要者の利益を保護するという商

標法の目的が達せられなくなることから，これを登録障害事由として規定し，同様

の趣旨で同法４６条１項１号において無効理由とされているものと考えられる。そ

して，このような場合において，商品等の出所について誤認混同が生じないように

するためには，無効審判請求に係る商標登録か引用商標に係る商標登録のいずれか

一方を無効とする必要があるところ，商標法においては，上記のとおり，後願に係

る商標登録についての無効審判請求を待って無効理由の有無を審査し，無効とする

制度を採用しているものである。

イ 以上を前提として本件についてみると，本件商標が引用商標１～６と類似の

商標であることは上記１のとおりであるから，原告が被告に対して本件商標登録が

無効であるとの主張をすることが許されないとすれば，原告は本件商標登録の無効

審判請求をすることができないこととなり，引用商標１～６とこれらと類似する本

件商標が併存することとなるところ，本件商標と引用商標が共に使用されると，商

品の出所について取引者や需要者の間で誤認混同が生じ，商標法の上記目的に反す

る事態を招く可能性を否定することはできない。

また，弁論の全趣旨によると，原告は，ローズ・オニール又はその遺産財団より

キューピーの著作権の譲渡を受けた被告から，キューピーのキャラクターの使用に
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ついて許諾を受けていないと認められるものの，ローズ・オニールのキューピーに

ついての著作権は既にその保護期間を経過していると認められる。

さらに，弁論の全趣旨並びに上記１(4)イで認定したところによると，原告がキ

ューピーのキャラクターをマヨネーズの宣伝広告に数十年の長期にわたり継続的に

使用してきたことにより，我が国において「キューピーマヨネーズ」が極めて著名

となったことから，「キューピー」の称呼及び観念を生じる引用商標１～６は，本

件商標の指定商品について格別の自他識別力を獲得するに至っていると認められ

る。

ウ 上記アのとおりの商標法が採用する制度を前提として，上記イの各事情を考

慮すると，本件において，被告がローズ・オニールに由来する著作権に基づいて引

用商標１～６に係る商標登録を無効とすることが困難であることを考慮しても，商

標法に適合する原告の無効審判請求及びその審決に対する本件取消訴訟の提起が権

利の濫用であって許されないとした上，取引者や需要者の間で誤認混同を生じるお

それを発生させることとなってもやむを得ないとすることはできないというべきで

ある。

そして，他に原告の権利の濫用を根拠付ける具体的な事実の主張立証はないか

ら，被告の主張を採用することはできない。

３ 上記１のとおり，本件商標の登録は商標法４条１項１１号に違反してされたも

のとはいえないとした審決の判断は誤りであるから，取消事由１は理由があり，上

記２のとおり，被告の主張はいずれも採用することができないから，審決には結論

に影響を及ぼす違法があるといわざるを得ない。

第６ 結論

以上の次第であるから，その余の点について判断するまでもなく，審決は取り消

しを免れない。

知的財産高等裁判所第４部



- -36

裁判長裁判官
田 中 信 義

裁判官
石 原 直 樹

裁判官
杜 下 弘 記


